
業 務 の 名 称 灯浮標修理（広島）

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局
の名称及び所在地

分任支出負担行為担当官中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所長　林　雄介
国土交通省中国地方整備局広島港湾・空港整備事務所
広島市南区宇品海岸３丁目１０番２８号

契 約 年 月 日 令和6年4月26日

契 約 業 者 名 株式会社ゼニライトブイ　中四国営業所

契 約 業 者 の 住 所 広島県広島市中区小町１－２５

契 約 金 額 2,310,000円(税込)

予 定 価 格 2,312,750円(税込)

随意契約によることとし
た理由

　尾道糸崎港百島海老呑地区の工事実施に伴い、浅所部分が発生することから、
船舶への航行安全表示のため灯浮標を設置する必要がある。福山港・尾道糸崎港
出張所で過去に購入した灯浮標の状態を確認したところ、不良部材・箇所があること
が判明した。そのため本業務において、灯浮標の部材交換・修理を行うものである。
　灯浮標の製造元は株式会社ゼニライトブイ中四国営業所である。部材は他部材と
の関係から株式会社ゼニライトブイの製品しか使用できず、部材交換・修理に当たっ
ては灯浮標の構造を熟知している必要がある。本作業を実施できる代理店等は存
在せず、株式会社ゼニライトブイ中四国営業所に部材の供給者が限られるため、会
計法第２９条の３第４項により随意契約を行うものである。

業 種 区 分

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年4月26日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和6年7月31日

備　 　考

随意契約結果及び契約の内容

契 約 概 要


